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和光市高齢者福祉センター指定管理者の選定結果 

 

１ 選定の経過 

 和光市ホームページにて公募情報の掲載を実施しました。 

⑴ 公募要項決定              ５月１４日（火） 

⑵ 公募要項の配布（窓口配布、１法人に配付）５月１５日（水）～６月１４日（金） 

⑶ 質問書の受付（受付なし）        ５月１５日（水）～６月１９日（水） 

⑷ 選定委員会設置要綱決定    ６月１９日（水） 

⑸ 質問書の回答              ６月２１日（金）まで 

⑹ 応募書類の受付（１法人応募）      ５月１５日（水）～７月５日（金） 

⑺ 指定管理者選定委員会開催        ７月２３日（火）13:30～15:30 

（ヒアリング実施、１法人）  

 

 

２ 新倉高齢者福祉センター指定管理者選定委員会委員の構成 

役 職 氏 名 区分 備  考 

委員長 斎藤 幸子 市職員 健康部 部長 

委員 大野 久芳 市職員 企画部 部長 

委員 梅津 俊之 市職員 健康部 次長 

委員 細野 文裕 市職員 総合福祉会館 館長 

委員 村山 洋史 学識経験者 東京都健康長寿医療センター研究所 

社会参加とヘルシーエイジング研究チーム 

研究副部長 

 

３ 応募事業者 

  埼玉県和光市南１丁目２３番地１号 

  社会福祉法人和光市社会福祉協議会 

会 長 木田 亮 

 

４ 選定にあたっての考え方 

 当委員会では、公募要項に定める応募要件及び失格に係る要件、事業計画を含めた提案

書等の内容に加え、ヒアリングにおけるプレゼンテーション及び質疑応答の内容に関して、

総合的に評価を行いました。 

 選定の基準については以下の 2点を満たすことを条件としました。 

① 各委員の総合得点を合計し、その評価点数の平均点が６３点を超えている。 

② ６３点数以上の評価点を、３分の２以上の委員（４人）がつけている。 
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＜ 評価項目及び配点＞ 

１ 指定管理者としての適正(２０点) 

項          目 配点 

(1) 施設の管理運営に対する理念、基本方針 ５点 

(2) 安定的な人的基盤や財政基盤 ５点 

(3) 実績や経験など １０点 

 

２ 管理運営計画の有効性（２０点) 

項          目 配点 

(1) 施設の設置目的の達成に向けた取り組み １０点 

(2) 利用者の満足向上 １０点 

 

 

３ 管理運営計画の効率性（１０点) 

項          目 配点 

(1) 指定管理業務に係る費用 １０点 

 

４ 適正性（１５点) 

項          目 配点 

(1) 管理運営体制など ５点 

(2) 平等利用、安全対策、危機管理体制など １０点 

 

５ 施設の特性に関する事項 (４０点) 

項          目 配点 

(1) 老人福祉センター的機能  １０点 

(2) 通所介護的機能 １０点 

(3) 総合事業 １０点 

(4) 自主事業 １０点 

 

                                  合計 １０５点 

 

３ 選定結果及び選定理由 

（１）選定結果  

   優先交渉権者 社会福祉法人和光市社会福祉協議会 

条件① 各委員の総合得点を合計した評価点数の平均点 ８１．６点 

条件② ６３点数以上の評価をした委員数 ５名 

 

 

 



 3 

（２）選定理由 

   募集要項における応募要件を満たし、失格に係る要件に該当がないことに加え、提

案書、非公開のヒアリングにおけるプレゼンテーション及び質疑応答を踏まえた選定

委員による評価において、選定の基準をすべて満たしたため。 


